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特定個人情報保護評価について 
 
１ 番号制度について 

（１）根拠法令 

平成 25 年 5 月 31 日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27号。以下「番号法」という。） 

（２）概要 

社会保障・税番号制度（以下「マイナンバー制度」という。）が平成 27年 10 月以降、開

始されている。マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、

社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情

報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものである。 

（３）利用開始時期 

平成 27 年 10 月から個人番号の通知が行われ、平成 28 年 1 月から順次、社会保障、税、

災害対策分野で利用開始されている。 

 

 

２ 特定個人情報保護評価 

マイナンバー制度は、国民の利便性の向上、行政運営の効率化などを目指し、導入され

る制度である一方で、個人のプライバシー等の権利利益に対する懸念（国家による個人情

報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等）がされてきた。 

そこで、番号法第 28 条の規定に基づき、個人番号を含んだ個人情報（以下「特定個人情

報」という。）を保有しようとする又は保有する、国の行政機関や地方公共団体等が、個人

のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい等の危険

性などについて自ら評価を行い、リスクを軽減するために適切な措置を講ずるものである。 

 

 

３ パブリックコメント（意見募集）の実施 

番号法第 28 条では「行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするとき

は、(略）評価書を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。」とされている。 

また、特定個人情報保護委員会規則（以下「委員会規則」という。）及び特定個人情報保

護評価指針による「しきい値判断」の結果に基づき、対象人数が 30万人以上の特定個人情

報ファイルを取り扱う事務については、住民からの意見募集、第三者点検を実施した上で、

これらの意見を反映させた評価書を個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）に提出

の上、公表することが必須となる。 

これまで住民基本台帳事務については、コンビニ交付システムの構築の際、平成 28年 11

月 21 日付けで評価書を公表していたが、今般、コンビニ交付システムの再構築を行うこと
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に伴い、特定個人情報ファイルを取り扱う事務の内容を変更する予定である。これは、特

定個人情報保護評価の再実施が義務付けられる「重要な変更」になるため、改めて評価を

行うものである。 

 

４ 特定個人情報保護評価の実施手順 

委員会における指針及び規定に基づき以下の手順で特定個人情報保護評価の実施を行う。 

① 評価書を公示して、広く住民等の意見を求める（パブリックコメント）。 

② 住民等の意見に基づき必要な見直しを行った後、第三者点検を受ける必要がある。 

なお、本市においては、高槻市個人情報保護運営審議会を第三者機関と位置づけ、

第三者点検の諮問を行う。 

③ 住民等、委員会への公表を実施。 

④ 公表後、記載内容に変更が生じたときは、評価書を修正し、再度公表を実施。 

 

 

５ スケジュール 

 

時  期 内  容 

令和 4年 10 月 3日（月）～ 

令和 4年 11 月 2 日（水） 
全項目評価書パブリックコメントの実施（31 日間） 

12 月上旬 高槻市個人情報保護運営審議会による第三者点検の実施 

12 月下旬 個人情報保護委員会へ評価書を提出し公表 
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全項目評価書の記載事項について 

 
（１） 評価書名「住民基本台帳事務 全項目評価書」 
（２） 実施機関「高槻市長」（市民生活環境部市民課） 
（３） 特定個人情報ファイル名「住民基本台帳ファイル」「本人確認情報ファイル」「送付

先情報ファイル」 

（４） 全項目評価事項「番号法第 28 条第１項各号及び委員会規則第 12 条に規定する全項

目評価書の記載事項は、以下のとおりとする。」 
 

Ⅰ 基本情報   

特定個人情報保護評価の対象となる事務の詳細な内容、当該事務において使用するシ 

ステムの機能、住民基本台帳事務において取り扱う特定個人情報ファイルの名称、当該

事務を対象とする特定個人情報保護評価の実施を担当する部署、個人番号を利用するこ

とができる法令上の根拠等を記載している。また、情報連携を行う場合にはその法令上

の根拠を記載している。 

 
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 

特定個人情報ファイルの種類、対象となる本人の数・範囲、記録される項目その他の

特定個人情報保護評価の対象となる事務において取り扱う特定個人情報ファイルの概要

を記載している。また、特定個人情報の入手及び使用の方法、特定個人情報ファイルの

取扱いの委託の有無及び委託する場合にはその方法、特定個人情報の提供又は移転の有

無及び提供又は移転する場合にはその方法、特定個人情報の保管及び消去の方法その他

の特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスの概要を記載している。 

 

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 

 

Ⅳ その他のリスク対策 

特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて、個人のプライバシー等の権利利

益に影響を与え得る特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させる多様なリスクにつ

いて詳細に分析し、このようなリスクを軽減するための措置について記載している。全

項目評価書様式に示すもの以外のリスクについても分析し、そのようなリスクを軽減す

るための措置についても記載する。 

また、自己点検・監査、従業者に対する教育・啓発等のリスク対策についても記載し

ている。これらのリスク対策を踏まえ、リスクを軽減するための適切な措置を講じてい

ることを確認の上、宣言するものとする。 
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Ⅴ 開示請求、問合せ 

特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求及び特定個人情報ファイルの取り扱いに関

する問い合わせ先等を記載する。 
 
Ⅵ 評価実施手続 

基礎項目評価、住民等からの意見の聴取及び第三者点検の方法等について記載してい

る。 
 
（５） 変更内容 

コンビニ交付システムの再構築を行うことに伴い、住民基本台帳ファイルを取り扱

う事務の内容に係る連携図の修正を行った。また、行政手続きにおける特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律施行令等が一部改正されたことにより、従

来の通知カードが個人番号通知書に変わったこと及び市町村から機構に委任していた

番号の通知が機構の事務に変わったことに伴う修正を行った。 
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全項目評価書 変更・追加一覧 
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１
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
を
取
り
扱
う
事
務

②事務の内容

※なお、⑨の「個人番号の通知及び個人
番号カードの交付」に係る事務について
は、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律の
規定による通知カード及び個人番号カー
ド並びに情報提供ネットワークシステム
による特定個人情報の提供等に関する省
令（平成２６年１１月２０日総務省令第
８５号）（以下「通知カード及び個人番
号カード省令」という。）第３５条（通
知カード、個人番号カード関連事務の委
任）により機構に対する事務の一部の委
任が認められている。そのため、当該事
務においては、事務を委任する機構に対
する情報の提供を含めて特定個人情報
ファイルを使用する。

※なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カード
の交付」に係る事務については、行政手続きにおけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定
個人情報の提供等に関する省令（平成２６年１１月
２０日総務省令第８５号）（以下「番号省令」とい
う。）第２３条の２（個人番号通知書及び個人番号
カードに関し機構が処理する事務）により機構が行
う事務が定められている。そのため、当該事務にお
いては、事務を行う機構に対する情報の提供を含め
て特定個人情報ファイルを使用する。

変更前の記載 変更後の記載変更箇所

システム２
②システムの機能
７．送付先情報通知

通知カード 個人番号通知書

Ⅰ
基
本
情
報

６
情
報
提
供
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

情
報
連
携

②法令上の根拠

（番号法別表第二における情報提供の根
拠）
・第三欄（情報提供者）が「市町村長」
の項のうち、第四欄（特定個人情報）に
「住民票関係情報」が含まれる項（１、
２、３、４、６、８、９、１１、１６、
１８、２０、２１、２３、２７、３０、
３１、３４、３５、３７、３８、３９、
４０、４２、４８、５３、５４、５７、
５８、５９、６１、６２、６６、６７、
７０、７４、７７、８０、８４、８５の
２、８９、９１、９２、９４、９６、１
０１、１０２、１０３、１０５、１０
６、１０８、１１１、１１２、１１３、
１１４、１１６、１１９の項）

（番号法別表第二における情報提供の根拠）
・第三者欄（情報提供者）が「市区町村」の欄のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情報」
が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１
１、１６、１８、２０、２３、２７、３０、３１、
３４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、４
８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、
６６、６７、７０、７４、７７、８０、８４、８５
の２、８９、９１、９２、９４、９６、９７、１０
１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０７、１
０８、１１１、１１２、１１３、１１４、１１６、
１１７、１２０の項）

6
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Ⅰ
基
本
情
報

7

４
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
を
取
り
扱
う
理
由

①事務実施上の必要性
（３）送付先情報ファ
イル

市町村長が個人番号を指定した際は通知
カードの形式にて全付番対象者に個人番
号を通知するものとされている(番号法第
７条第１項)。通知カードによる番号の通
知及び個人番号カード交付申請書の送付
については、事務効率化等の観点から、
市町村から機構に委任しており、機構に
通知カード及び交付申請書情報を提供す
る。（通知カード及び個人番号カード省
令第３５条（通知カード、個人番号カー
ド関連事務の委任）により機構に対する
事務の一部の委任が認められている。）

市町村が個人番号を指定した際は全付番対象者に個
人番号を通知するものとされており（番号法第７条
第１項）、通知方法としては番号省令第７条により
規定された事項が記載された個人番号通知書を送付
する方法により行うものとされている。
個人番号通知書及び個人番号カード交付申請書の送
付については機構が行うとされており、機構が該当
事務を処理するのに必要な情報を提供する。（番号
省令第２３条の２、第３６条）
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P

Ⅰ
基
本
情
報

(

別
添
１

)

事
務
の
内
容

8

(

別
添
２

)

特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
記
録
項
目

28

13

15

16

17

(

２

)

本
人
確
認
情
報

フ
ァ

イ
ル

22

(

１

)

住
民
基
本
台
帳
フ
ァ

イ
ル

６．特定個人情報の保
管・消去
②保管期間
その妥当性

住基法施行令第３４条第３項 住基法施行令第３４条第２項

６．特定個人情報の保
管・消去
②保管期間
その妥当性

５年間保存する。 １５０年間保存する。

５．特定個人情報の提
供・移転
提供・移転の有無

３．特定個人情報の入
手・使用
⑧使用方法
情報の突合

・住民異動届の際に入手する場合は、個
人番号カード若しくは通知カードとその
他本人確認書類で突合を行う。

・住民異動届の際に入手する場合は、個人番号カー
ド、通知カード若しくは個人番号通知書とその他本
人確認書類で突合を行う。

109)データ
109)データ→109)街区情報（街区データ）に変更
212)旧氏　漢字、213)旧氏　外字数、214)旧氏　ふ
りがな、215)旧氏　外字変更連番→追加

・図中、全システムのサーバが本市庁舎
内に置かれていた。
・「その他システム」は特定個人情報を
連携しない。

・図中、各システムを、サーバが市庁舎内に設置さ
れるものとクラウド環境に設置するものに分けた。
・「その他システム」は特定個人情報を連携する。

変更箇所 変更前の記載 変更後の記載

提供を行っている（３５）件
移転を行っている（４５）件

提供を行っている（５８）件
移転を行っている（４７）件

４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

株式会社　日立製作所　関西支社 株式会社　日立システムズ　関西支社

Ⅱ
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
概
要

(

３

)

送
付
先
情
報
フ
ァ

イ
ル

23

Ⅱ
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
概
要

２．基本情報
③対象となる本人の範
囲
その必要性

番号法第７条第１項（指定及び通知）に
基づき、通知カードを個人番号の付番対
象者全員に送付する必要がある。また、
同法第１７条第１項（個人番号カードの
交付等）の規定により、個人番号カード
は通知カードと引き換えに交付すること
とされていることから、合わせて、交付
申請書を通知カード送付者全員に送付す
る必要がある。市町村は、通知カード及
び個人番号カード省令第３５条（通知
カード、個人番号カード関連事務の委
任）に基づき、これらの事務の実施を機
構に委任する。

番号法第7条第１項（指定及び通知）及び番号省令第
７条（個人番号の通知）に基づき、個人番号通知書
を個人番号の付番対象者に送付する必要がある。
また、通知カード所持者にあっては、個人番号カー
ド交付に伴い返納することとされている。（番号法
附則第６条１項）
機構は、個人番号省令第２３条の２に基づき、これ
らの事務を実施する。
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23

24

24

26

26

[〇]その他　（個人番号通知書及び交付申請書の送
付先の情報）

変更箇所 変更前の記載 変更後の記載

２．基本情報
④記録される項目
主な記録項目

[〇]その他　（通知カード及び交付申請
書の送付先の情報）

３．特定個人情報の入
手・使用
⑥使用目的

・通知カード及び個人番号カード省令第
３５条（通知カード、個人番号カード関
連事務の委任）に基づく委任を受けて通
知カード及び交付申請書の印刷、送付並
びに個人番号カードの発行を行う機構に
対し、通知カード及び交付申請書の送付
先情報を提供するため。

・番号省令第２３条の２（個人番号の通知書及び個
人番号カードに関し機構が処理する事務）に基づき
個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに
個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号
通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するた
め。

３．特定個人情報の入
手・使用
⑤本人への明示

・個人番号の通知については番号法第７
条第１項に明示されている。
・通知カード作成等については通知カー
ド及び個人番号カード省令第３５条（通
知カード、個人番号カード関連事務の委
任）により機構に委任される。

・個人番号の通知については番号法第７条第１項に
記載され、番号省令第７条（個人番号の通知）にて
その通知方法が記載されている。
・また、明示に関する事務処理については、番号省
令第２３条の２（個人番号の通知書及び個人番号
カードに関し機構が処理する事務）により機構が行
う。

５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴う
ものを除く。）
提供先１
②提供先における用途

市町村からの通知カード及び個人番号
カード省令第３５条（通知カード、個人
番号カード関連事務の委任）に基づく委
任を受け、通知カード及び交付申請書を
印刷し、送付する。

番号省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番
号カードに関し機構が処理する事務）に基づき個人
番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。

５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴う
ものを除く。）
提供先１
①法令上の根拠

通知カード及び個人番号カード省令第３
５条（通知カード、個人番号カード関連
事務の委任）

番号省令第２３条の２（個人番号通知書及び個人番
号カードに関し機構が処理する事務）

Ⅱ
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
概
要

(

３

)

送
付
先
情
報
フ
ァ

イ
ル

23

24

２．基本情報
④記録される項目
その妥当性

・その他（通知カード及び交付申請書の
送付先の情報）については、機構に対
し、通知カード及び個人番号カード省令
第３５条（通知カード、個人番号カード
関連事務の委任）に基づき通知カード及
び交付申請書の印刷、送付並びに個人番
号カードの発行を委任するために、個人
番号カードの券面記載事項のほか、通知
カード及び交付申請書の送付先に係る情
報を記録する必要がある。

・その他（個人番号通知書及び交付申請書の送付先
の情報）については、機構に対し、個人番号省令第
２３条の２（個人番号通知書及び個人番号カードに
関し機構が処理する事務）に基づき個人番号通知書
及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カード
の発行を機構が行うために、個人番号カードの券面
記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の
送付先に係る情報を記録する必要がある。

３．特定個人情報の入
手・使用
⑧使用方法

・既存住基システムから個人番号通知対
象者の情報を抽出し、通知カード及び交
付申請書等の印刷及び送付に係る事務を
通知カード及び個人番号カード省令第３
５条（通知カード、個人番号カード関連
事務の委任）に基づいて委任する機構に
対し提供する（既存住基システム→本市
ＣＳ→個人番号カード管理システム（機
構））。

・既存住基システムから個人番号通知対象者の情報
を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷
及び送付に係る事務を番号省令第２３条の２（個人
番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理す
る事務）に基づいて行う機構に対し提供する（既存
住基システム→本市CS→個人番号カード管理システ
ム（機構））。
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Ⅱ
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
概
要

(

３

)

送
付
先
情
報

フ
ァ

イ
ル

26

29

29

29

29

29

30

30

31

31

33

36

Ⅲ
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
取
扱
い
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
リ
ス
ク
対
策

(

１

)

住
民
基
本
台
帳
フ
ァ

イ
ル

５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴う
ものを除く。）
提供先１
⑦時期・頻度

使用開始日から通知カード送付までの一
定の期間に、番号法施行日時点における
住民の送付先情報をまとめて提供する
（以降、新たに個人番号の通知対象者が
生じた都度提供する）。

番号法第７条の定める個人番号の通知対象者が新た
に生じた都度提供する。

２.リスク1
対象者以外の情報の入
手を防止するための措
置の内容

本人確認書類（身分証明書等） 本人確認書類

２.リスク３
入手の際の本人確認の
措置の内容

身分証明書となるものの提示を求める。 本人確認書類となるものの提示を求める。

２.リスク３
入手の際の本人確認の
措置の内容

通知カード（番号法第7条）、個人番号
カード（同第17条）の提示を受け、本人
確認を行う。

削除

２.リスク2
リスクに対する措置の
内容

ユーザIDカードによる識別 ユーザIDによる識別

３.リスク3
リスクに対する措置の
内容

研修を行っていく。 研修を行っている。

３.リスク2
ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

ユーザIDカードによる識別 ユーザIDによる識別

２.リスク３
個人番号の真正性確認
の措置の内容

規則第1条第1項
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律施行規則（以下「規則」と
いう。）第1条第1項

変更箇所 変更前の記載 変更後の記載

情報戦略室

情報戦略室

７.リスク1
⑩死者の個人番号

・既存住基システムの当該個人データ内
で生存時と同様に保管する。
・データは生存者と同様に保護を実施す
る。

生存する個人の個人番号とともに、死亡による削除
後、住民基本台帳法施行令第34条第3項（保存）に定
める機関（150年間）保管する。

６.リスク5
リスクに対する措置の
内容

センシティブな特定個人情報 特定個人情報

４.特定個人情報の消
去ルール

IT政策課

４.特定個人情報の提
供ルール

IT政策課
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37

37

41

41

41

45

45

別
紙
１

ー

1

1

2

2

1

2

Ⅲ
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
取
扱
い
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
リ
ス
ク
対
策

別紙１のとおり

(

２

)

本
人
確
認
情
報
フ
ァ

イ
ル

(

３

)

送
付
先
情
報
フ
ァ

イ
ル

２.リスク１
対象者以外の情報の入
手を防止するための措
置の内容

本人確認書類（身分証明書等） 本人確認書類

５.リスク３
リスクに対する措置の
内容

提供・移転 提供

５.リスク１
特定個人情報の提供・
移転に関するルール

移転・提供 提供

変更箇所 変更前の記載 変更後の記載

（通し番号３９） -
（番号法別表第一93の2）
健康福祉部保健予防課
→追加

本人確認書類

２.リスク３
入手の際の本人確認の
措置の内容

身分証明書 本人確認書類

５.リスク１
特定個人情報の提供・
移転の記録

提供・移転 提供

２.リスク３
入手の際の本人確認の
措置の内容

身分証明書 本人確認書類

２.リスク1
対象者以外の情報の入
手を防止するための措
置の内容

本人確認書類（身分証明書等）

別
紙
２

（通し番号１０） -
（番号法別表第一1０）
健康福祉部健康づくり推進課
→追加

（通し番号４１）
移転先通し番号３９（高槻市条例別表第
一1）
→健康福祉部国民健康保険課

健康福祉部障がい福祉課

（通し番号３５）
移転先通し番号３４（番号法別表第一
68）
→1万人以上10万人未満

10万人以上100万人未満

（通し番号２４）

移転先通し番号２３（番号法別表第一３
７）
→請求を行う者、手当支給児童、手当改
定児童、届出を行う者、現況届出児童、
同一世帯員

請求を行う者、手当支給児童、手当改定児童、届出
を行う者、所得状況届出児童、現況届出児童、同一
世帯員

（通し番号９）
移転先通し番号９（番号法別表第一10）
→1万人未満

10万人以上100万人未満


